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独立行政法人通則法改正後の法人の見込評価、業務・組織の見直しについて



1 

中期目標期間終了時に見込まれる中期目標期間の業務の実績に関する評価（見込評価）について 

（中期目標期間が５年の場合） 
中期目標期間

（当期）

中期目標期間

（次期）

評価を受ける年度

第１事業年度 第２事業年度 第３事業年度 第４事業年度

（中期目標の期間

の最後の事業年度

の直前の事業年度） 

第５事業年度

（中期目標の期間の

最後の事業年度）

第１事業年度

評価を行う年度 第１事業年度 第２事業年度 第３事業年度 第４事業年度 第５事業年度 第１事業年度

評価を受ける事項

・第１事業年度

の業務の実績

・第２事業年度

の業務の実績

・第３事業年度の

業務の実績

・第４事業年度の

業務の実績 

・中期目標期間終

了時に見込まれ

る中期目標期間

の業務の実績 

・第５事業年度

の業務の実績

・中期目標期間

の業務の実績

反映 ※見込評価を行うことにより、評価の結果を、法人の中期目標期間終了

時の組織・業務の見直し、次期中期目標期間に係る目標の設定等に適切

に反映させることが可能となり、主務大臣の責任の下で中期的な政策の

ＰＤＣＡサイクルが有効に機能し、中期目標管理の実効性が向上するこ

ととなる。 

・法人の業務・組織の見直し 

・次期中期目標に係る目標の設定等 



通則法改正後の独立行政法人の見込評価

総
務
省
独
立
行
政
法
人

評
価
制
度
委
員
会 内閣府大臣官房政策評価広報課

主務大臣
（内閣総理大臣）

独立行政法人
（北方領土問題対
策協会）

見込評価案の点検

・見込評価の通知

・必要な場合、業務改善命令
・見込評価の通知

「内閣府独立行政法人評価等のための有識者懇談会」の開催に
よる点検結果の客観性の担保

・意見

【内 閣 府】

・報告書の提出

総務大臣

指針の策定

指針案への
異見
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通則法改正後の独立行政法人の業務・組織の見直し

総
務
省
独
立
行
政
法
人

評
価
制
度
委
員
会

内閣府大臣官房政策評価広報課

主務大臣
（内閣総理大臣）

独立行政法人
（北方領土問題対策
協会）

見直し案の点検

見直し内容の決定

・見直し内容の通知

・報告（勧告に基づく措置）

3

「内閣府独立行政法人評価等のための有識者懇談会」の開催に
よる点検結果の客観性の担保

内閣総理大臣

・勧告内容の報告

・特に必要な場合は

意見具申

・意見

・必要な場合は勧告

【内 閣 府】
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